
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
公
的
管
理
の
実
施
主
体
）

第
二
条

条
例
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
法
人
等
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
等
と
す

る
。

一

森
林
組
合

二

徳
島
県
森
林
組
合
連
合
会

三

森
林
整
備
法
人
（
分
収
林
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
二
号
に

規
定
す
る
森
林
整
備
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
出
資
し
て
い
る
法

人
（
第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
に
係
る
同
意
）

第
三
条

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
に
当
た
っ

て
は
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
の
同
意
の
取
得
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
又
は
指
定
の
解
除
に
係
る
意
見
書
）

第
四
条

条
例
第
十
四
条
第
四
項
（
条
例
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
提
出
は
、
意
見
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
意
見
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
害
関
係
を
有
す
る
土
地
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
図
面

二

土
地
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

（
届
出
を
要
す
る
土
地
売
買
等
の
契
約
）

第
五
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
と
す
る
。

一

贈
与
契
約

二

売
買
契
約

三

交
換
契
約

四

地
上
権
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
契
約

五

地
役
権
を
設
定
す
る
契
約

六

賃
借
権
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
契
約

七

使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
契
約

（
土
地
売
買
等
の
契
約
の
届
出
）

第
六
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
土
地
売
買
等
届
出
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
図
面



二

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

３

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

土
地
売
買
等
の
契
約
の
当
事
者
の
業
種
及
び
電
話
番
号

二

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
等
を
し
よ
う
と
す
る
日

三

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
登
記
地
目
及
び
利
用
の
現
況

４

条
例
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一

森
林
整
備
法
人

二

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
土
地
開
発
公
社

三

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政

法
人

四

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法

人
五

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独

立
行
政
法
人

５

条
例
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場

合
二

民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
に
よ
る
調
停
に
基
づ
く
場
合

三

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
に
よ
る
和
解
で
あ
る
場
合

四

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
章
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
章
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
編

第
十
章
第
二
節
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五

号
）
、
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
、
農
水
産
業
協
同
組
合
の
再
生
手
続
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
五
号
）
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四

号
）
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
又
は
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号

）
第
二
編
第
九
章
若
し
く
は
第
三
編
第
八
章
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
に
お
い
て
裁
判
所
の
許
可
を
得

て
行
わ
れ
る
場
合

五

家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
調
停
に
基
づ
く
場
合

六

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十
五
条
の
二
の
あ
っ
せ
ん
に
基
づ
く
場

合
又
は
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
和
解
で
あ
る
場
合

七

滞
納
処
分
、
強
制
執
行
、
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
（
そ
の
例
に
よ
る
競
売
を
含
む
。
）
又

は
企
業
担
保
権
の
実
行
に
よ
り
換
価
す
る
場
合

八

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定
の
告
示
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
そ
の

他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
の
告
示
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
事
業
の
用

に
供
さ
れ
る
土
地
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
移
転
又
は
設
定
が
行
わ
れ
る
場
合

（
土
地
売
買
等
の
契
約
の
変
更
の
届
出
）



第
七
条

条
例
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
土
地
売
買
等
変
更
届
出
書
（
様
式
第
三
号
）

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
変
更
に
係
る
も
の
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
売
買
等
の
契
約
を
希
望
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
届
出
）

第
八
条

条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
土
地
売
買
等
希
望
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
売
買
等
の
契
約
を
希
望
す
る
土
地
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
図
面

二

土
地
売
買
等
の
契
約
を
希
望
す
る
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写

し

３

条
例
第
十
九
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

土
地
売
買
等
の
契
約
を
希
望
す
る
土
地
の
登
記
地
目
及
び
利
用
の
現
況

二

土
地
売
買
等
の
契
約
を
希
望
す
る
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
等
の
後
に
お
け
る
利
用
に
つ
い
て
の

希
望
等

（
支
配
関
係
の
届
出
）

第
九
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
支
配
関
係
届
出
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

森
林
管
理
重
点
地
域
内
に
森
林
所
有
者
等
が
所
有
権
等
を
有
す
る
土
地
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る

図
面

二

森
林
管
理
重
点
地
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
森
林
所
有
者
等
が
所
有
権
等
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
の
写
し

３

条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

森
林
所
有
者
等
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
電
話
番
号

二

条
例
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
の
一
の
者
及
び
森
林
所
有
者
等
の
業
種

三

森
林
管
理
重
点
地
域
内
に
森
林
所
有
者
等
が
所
有
権
等
を
有
す
る
土
地
の
登
記
地
目
及
び
利
用
の

現
況

４

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
第
六
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

（
小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
の
届
出
）

第
十
条

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
規
模
は
、
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他

の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
に
係
る
土
地
の
面
積
が
〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
設
備
は
、
河
川
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
が
適
用
さ
れ
、
又
は
準
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
流
水
又
は
湧
水
を
採
取
す
る
営
業

用
の
設
備
で
あ
っ
て
、
採
取
量
が
一
日
当
た
り
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
届
出
書
（
様
式
第
六

号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

小
規
模
林
地
開
発
等
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
の
概
略
図



二

小
規
模
林
地
開
発
等
区
域
の
現
況
写
真

三

小
規
模
林
地
開
発
等
区
域
の
実
測
図

四

土
地
利
用
の
計
画
図
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

イ

縮
尺
が
五
千
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
標
高
差
を
示
す
等
高
線
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

切
土
、
盛
土
等
の
施
行
、
工
作
物
の
設
置
そ
の
他
の
行
為
の
内
容
及
び
位
置
が
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

五

土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
標
準
断
面
図
（
施
行
前
の
地
盤
面
並
び
に
法
面
の

の

り

高
さ
、
勾
配
及
び
保
護
の
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

六

水
資
源
を
採
取
す
る
設
備
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
設
備
の
配
置
図

七

森
林
法
第
十
条
の
八
第
一
項
の
届
出
書
の
写
し

八

小
規
模
林
地
開
発
等
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
の
施
行
の
妨
げ
と
な
る

権
利
を
有
す
る
者
の
相
当
数
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

５

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
を
行
う
者
の
電
話
番
号

二

工
事
現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
電
話
番
号

三

小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
行
政
庁
の
許
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
必
要
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
手
続
の
状
況

６

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
森
林
整
備
法
人
が
行
う
場
合
と
す
る

。（
小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
変
更
届
出
書

（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
変
更
に
係
る
も
の
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
の
完
了
又
は
中
止
の
届
出
）

第
十
二
条

条
例
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
小
規
模
林
地
開
発
行
為
等
完
了
（
中
止

）
届
出
書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
完
了
写
真
又
は
工
事
現
況
写
真

二

出
来
高
図
面

（
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
十
三
条

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出
開
発
者
地
位
承
継
届
出
書
（
様
式

第
九
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
届
出
開
発
者
の
地
位
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
十
四
条

条
例
第
二
十
八
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
十
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
の
規
定
を
適
用
し
な
い
市
町
村
等
）

第
十
五
条

条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
市
町
村



の
区
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
区

域
に
お
い
て
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
条
例
の
規
定
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
条
例
の
規
定
と
す
る
。

市

町

村

条

例

の

規

定

海
陽
町

第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
（
第
一
項
を
除

く
。
）
、
第
二
十
九
条
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
三

十
条
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
（
こ

れ
ら
の
規
定
の
う
ち
、
水
資
源
を
採
取
す
る
設
備
の
設
置
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の

規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１号（第４条関係）

意 見 書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
提出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

森林管理重点地域の指定案（指定の解除の案）について，徳島県豊かな森林を守る条例第１

４条第４項（第１７条第２項において準用する同条例第１４条第４項）の規定により，次のと

おり意見を提出します。

１ 利害関係を有する土地の所在

２ 利害関係の内容

３ 意見

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 利害関係を有する土地の所在を明らかにする図面

２ 土地について利害関係を有することを証する書類の写し



様式第２号（第６条関係）

土地売買等届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

徳島県豊かな森林を守る条例第１８条第１項の規定により，次のとおり届け出ます。

氏 名 又 は

譲 名称及び代表者の氏名

渡 住 所 又 は

契
人 主たる事務所の所在地

約
等 電 話 番 号

の
業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）

当
氏 名 又 は

事 譲
名称及び代表者の氏名

者 受
住 所 又 は

人
主たる事務所の所在地

等
電 話 番 号

業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）

□未定

□所有権 □地上権 □地役権 □賃借権 □使用貸借による権利

契約に係る権利
□権利の移転 □権利の設定

の種別及び内容
期間の定めがある場合 年 月 日まで

契 約 締 結 予 定 日 □ 年 月 日 □未定

権利移転等予定日 □ 年 月 日 □未定

土
所 在 登記地目 登記面積 実測面積 権利の種別

地
㎡ ㎡

に
㎡ ㎡

関
㎡ ㎡

す
合 計 筆 登記面積 ㎡ 実測面積 ㎡

る
利 用 の 現 況 □林業（認定番号 ） □その他（ ）

事
所有権等の移転等 □現在の利用目的と同じ

項
の 後 に お け る □現在の利用目的と異なる（ ）

利 用 目 的 □未定

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 土地売買等の契約に係る土地の所在を明らかにする図面

２ 土地売買等の契約に係る土地について所有権等を有することを証する書類の写し



様式第３号（第７条関係）

土地売買等変更届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

年 月 日付けで届出をした土地売買等の契約の内容に変更が生じたので，徳島県

豊かな森林を守る条例第１８条第５項の規定により，次のとおり届け出ます。

事項 変 更 前 変 更 後

変更の内容

変更の理由

備考 土地売買等届出書（様式第２号）の添付書類のうち，変更に係るものを添付すること。



様式第４号（第８条関係）

土地売買等希望届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

徳島県豊かな森林を守る条例第１９条の規定により，次のとおり届け出ます。

権 利 の 種 別
□所有権 □地上権 □地役権 □賃借権 □使用貸借による権利

及 び 内 容
□権利の移転 □権利の設定

期間の定めがある場合 年 月 日まで

土
所 在 登記地目 登記面積 実測面積 権利の種別

地
㎡ ㎡

に
㎡ ㎡

関
㎡ ㎡

す
合 計 筆 登記面積 ㎡ 実測面積 ㎡

る
利 用 の 現 況 □林業（認定番号 ） □その他（ ）

事
所有権等の移転等

項
の後における利用

についての希望等

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 土地売買等の契約を希望する土地の所在を明らかにする図面

２ 土地売買等の契約を希望する土地について所有権等を有することを証する書類の写し



様式第５号（第９条関係）

支配関係届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

主たる事務所の所在地
届出者

名 称

代 表 者 の 氏 名 ○印

徳島県豊かな森林を守る条例第２０条第１項の規定により，次のとおり届け出ます。

名 称 及 び

代 表 者 の 氏 名

森林所有者等 主たる事務所の所在地

電 話 番 号

業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）

氏 名 又 は

一の者（以下 名称及び代表者の氏名

「親会社等」 住 所 又 は

という。） 主たる事務所の所在地

業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）

森 林 所 有 者 等 の

総株主又は総社員の議決権の総数

上記のうち親会社等の議決権数

届 出 事 由 が 発 生 し た 日 年 月 日

土 所 在 登記地目 登記面積 実測面積 権利の種別及び内容

地 ㎡ ㎡

に ㎡ ㎡

関 ㎡ ㎡

す ㎡ ㎡

る ㎡ ㎡

事 合 計 筆 登記面積 ㎡ 実測面積 ㎡

項 利 用 の 現 況 □林業（認定番号 ） □その他（ ）

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 森林管理重点地域内に森林所有者等が所有権等を有する土地の所在を明らかにする図面

２ 森林管理重点地域内の土地について森林所有者等が所有権等を有することを証する書類

の写し



様式第６号（第１０条関係）

小規模林地開発行為等届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所
届出者

氏 名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

電話番号

徳島県豊かな森林を守る条例第２４条第１項の規定により，次のとおり届け出ます。

小規模林地開発行為等の目的

小規模林地開発等区域の所在

区 域 全 域
小規模林地開発

等 区 域 の 面 積
うち森林の区域

着 手 予 定 日 年 月 日
小規模林地開発

行 為 等 の 期 間
完 了 予 定 日 年 月 日

氏 名

工事現場責任者

電 話 番 号

小規模林地開発行為等を行う

ことについて行政庁の許認可

そ の 他 の 処 分 を 必 要 と す る

場 合 に お け る 手 続 の 状 況

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 小規模林地開発等区域及びその周辺の状況の概略図

２ 小規模林地開発等区域の現況写真

３ 小規模林地開発等区域の実測図

４ 土地利用の計画図

５ 土地の形質を変更する場合にあっては，標準断面図

６ 水資源を採取する設備を設置する場合にあっては，当該設備の配置図

７ 森林法第１０条の８第１項の届出書の写し

８ 小規模林地開発等区域内の土地について小規模林地開発行為等の施行の妨げとなる権利

を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類



様式第７号（第１１条関係）

小規模林地開発行為等変更届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

年 月 日付けで届出をした小規模林地開発行為等の内容を変更するので，徳島県

豊かな森林を守る条例第２４条第５項の規定により，次のとおり届け出ます。

事項 変 更 前 変 更 後

変更の内容

変更の理由

備考 小規模林地開発行為等届出書（様式第６号）の添付書類のうち，変更に係るものを添付

すること。



様式第８号（第１２条関係）

小規模林地開発行為等完了（中止）届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

年 月 日付けで届出をした小規模林地開発行為等を完了（中止）したので，徳島

県豊かな森林を守る条例第２４条第６項の規定により，次のとおり届け出ます。

小規模林地開発行為等の目的

小規模林地開発等区域の所在

着 手 日 年 月 日
小規模林地開発

行為等の期間
完了日又は中止日 年 月 日

中止の場合にあっては，その理由

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 工事完了写真又は工事現況写真

２ 出来高図面



様式第９号（第１３条関係）

届出開発者地位承継届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

年 月 日付けで届出をした小規模林地開発行為等について，届出開発者の地位を

承継したので，徳島県豊かな森林を守る条例第２６条第２項の規定により，次のとおり届け出

ます。

小規模林地開発行為等の目的

小規模林地開発等区域の所在

住 所 又 は

被承継者
主たる事務所の所在地

氏 名 又 は

名称及び代表者の氏名

地 位 承 継 の 原 因

地 位 承 継 日 年 月 日

備考 届出開発者の地位を承継したことを証する書類の写しを添付すること。



様式第１０号（第１４条関係）

（表）

第 号

身分証明書

所 属

写真 職 名

氏 名

上記の者は，徳島県豊かな森林を守る条例第２８条第１項又は第２項の規定による立入

調査等を行う職員であることを証明する。

年 月 日発行

徳島県知事 印

（裏）

徳島県豊かな森林を守る条例（抜粋）

（報告の徴収及び立入調査等）

第２８条 知事は，この条例の施行に必要な限度において，第１８条第１項の規定による

届出をした者に対し，土地売買等の契約に関し，報告若しくは資料の提出を求め，又は

その職員に，当該届出に係る土地に立ち入り，当該土地の利用が森林の有する水資源及

び県土の保全機能に及ぼす影響を調査させ，若しくは関係者に質問させることができる。

２ 知事は，この条例の施行に必要な限度において，届出開発者に対し，小規模林地開発

行為等に関し，報告若しくは資料の提出を求め，又はその職員に，小規模林地開発等区

域に立ち入り，当該小規模林地開発行為等が森林の有する水資源及び県土の保全機能に

及ぼす影響を調査させ，若しくは関係者に質問させることができる。

３ 前２項の規定により立入調査等を行う職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係

者から請求があったときは，これを提示しなければならない。

４ 第１項及び第２項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。


